
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（繰入金）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか。

　　□ 事業を実施しない　　　　　□ 事業を見直して実施　　　　　■ 事業を現行どおり実施

　中小企業者の資金需要に対応するため、引続き、貸付を実施していく。

目標に対

する成果

の状況

　中小企業基盤整備機構に対して貸付を１件実施した。

 概算事業費（B（A）+C） 325,879 273,232 716,363 463,266

4,129 4,129 4,129

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 22年度 23年度 24年度24年度24年度24年度 25年度

概　算

人件費

0.50 0.50 0.50 0.50

4,159

321,720 269,103 712,234

Aの

財源
321,720 269,103 712,234 459,137

0 0 0 0

予

算

額

前年度繰越

当初予算 491,667

補正予算 -169,947 -106,135 -121,102

269,103 712,234

高度化資金繰出 直接

375,238 833,336 459,137

合計（A) 321,720 459,137

１件

5,588千円

高度化資金償還 直接

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H24事業実績

H24 H25

（当初） （決算） （当初）

高度化資金貸付 直接 中小企業基盤整備機構への貸付 6,730 6,730 6,069

中小企業基盤整備機構への償還 343,317

県が関与

する理由

□法令等義務 □内部管理 ■県でなければ実施不可　【左記の説明、根拠法令等】

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成14年法律第147号）

長野県中小企業高度化資金貸付規程（平成8年7月18日告示第552号）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

目指す姿

現状

課・室 経営支援課

＜参考＞

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

1-1信州をけん引するものづくり産業の振興　5創業支援・経営体質の強化

　・中小企業基盤整備機構への貸付

　　　H24年度：1件、6,730千円

　中小企業者で組織する事業協同組合等が行う複数の都道府県にまたがる高度化事業に対し、必要な資金の一部を中小企業基盤整備

機構を通じて貸し付けることにより中小企業の経営体質の改善を図る。

　中小企業基盤整備機構への貸付

　　H23年度：１件、5,588千円

成果目標の達成状況

項目

中小企業基盤整備機構への貸付

事業番号 06 03 13 事業改善シート （２４年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検

事　業　名 高度化資金高度化資金高度化資金高度化資金
担

当

課

部局 商工労働部

1-5地域の暮らしを支える産業の振興　3創業支援・経営体質の強化 実施期間 Ｓ４２ ～

180,395 393,044

一般会計への繰出 483,289 525,109 60,024

合計 833,336 712,234 459,137

Ｈ２４
H25

目標

現況

（見込）
目標 成果 達成状況

１件

6,069千円

１件

6,730千円

１件

6,730千円

達成


